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１【財務諸表等】 
(1)【財務諸表】 
①【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,650 12,171

キャッシュ・マネージメント・システム預託
金

※１  34,342 ※１, ※２  30,735

受取手形 7 －

売掛金 14,465 16,422

有価証券 4,692 4,697

商品及び製品 3,706 4,109

仕掛品 482 314

原材料及び貯蔵品 1,041 1,169

前払費用 45 49

繰延税金資産 613 821

未収入金 203 5

その他 22 29

流動資産合計 64,275 70,524

固定資産   

有形固定資産   

建物 10,701 10,722

減価償却累計額 △7,224 △7,243

建物（純額） 3,476 3,479

構築物 307 309

減価償却累計額 △255 △262

構築物（純額） 52 47

機械及び装置 6,544 6,868

減価償却累計額 △4,950 △5,136

機械及び装置（純額） 1,594 1,731

車両運搬具 78 63

減価償却累計額 △73 △60

車両運搬具（純額） 4 3

工具、器具及び備品 2,065 2,113

減価償却累計額 △1,758 △1,827

工具、器具及び備品（純額） 306 285

土地 702 702

リース資産 209 202

減価償却累計額 △80 △151

リース資産（純額） 129 51

建設仮勘定 74 －

有形固定資産合計 6,341 6,300

無形固定資産   

借地権 69 69

ソフトウエア 568 519

ソフトウエア仮勘定 － 47

電話加入権 34 34

その他 5 5

無形固定資産合計 678 676
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,645 2,876

関係会社株式 10 10

従業員に対する長期貸付金 4 2

長期預金 1,500 －

長期前払費用 4,356 3,736

繰延税金資産 879 767

敷金及び保証金 624 620

役員に対する保険積立金 52 57

その他 96 96

貸倒引当金 △32 △31

投資その他の資産合計 10,138 8,135

固定資産合計 17,157 15,112

資産合計 81,433 85,637

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※２  4,148 ※２  3,776

リース債務 77 42

未払金 1,421 1,785

未払費用 621 642

未払法人税等 555 1,973

未払消費税等 117 305

前受金 27 23

預り金 47 55

賞与引当金 1,128 1,113

役員賞与引当金 31 37

返品調整引当金 3 3

その他 8 9

流動負債合計 8,190 9,770

固定負債   

リース債務 51 8

退職給付引当金 707 828

長期預り敷金保証金 365 310

長期未払金 84 78

固定負債合計 1,208 1,225

負債合計 9,398 10,995
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,190 5,190

資本剰余金   

資本準備金 6,416 6,416

資本剰余金合計 6,416 6,416

利益剰余金   

利益準備金 1,297 1,297

その他利益剰余金   

特別償却準備金 8 7

別途積立金 56,230 58,630

繰越利益剰余金 3,573 3,713

利益剰余金合計 61,110 63,648

自己株式 △854 △855

株主資本合計 71,861 74,398

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 172 243

評価・換算差額等合計 172 243

純資産合計 72,034 74,641

負債純資産合計 81,433 85,637
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＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている鳥居薬品株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第117期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属

明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積もりの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、

監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、鳥居薬品株式会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

平成21年６月19日

取 締 役 会 御中 

監査法人 トーマツ  

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士  飯  野  健  一  ㊞ 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士  中  島  達  弥  ㊞ 
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＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、鳥居薬品株式会

社の平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運

用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制

報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を

完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として

行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含

め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、鳥居薬品株式会社が平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価

の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 
  

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

 ２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている鳥居薬品株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第118期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属

明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積もりの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、

監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、鳥居薬品株式会社の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

平成22年６月８日

取 締 役 会 御中 

有限責任監査法人 トーマツ  

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  飯  野  健  一  ㊞ 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  中  島  達  弥  ㊞ 
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＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、鳥居薬品株式会

社の平成22年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運

用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制

報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を

完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として

行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含

め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、鳥居薬品株式会社が平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価

の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 
  

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

 ２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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